
 

 

平成２５年度第３回食育推進会議次第 

 

 

                日 時 平成２６年２月６日（木） 

                    午後６時３０分から 

                場 所 市役所本庁舎３階第一会議室 

 

 

  １ 委嘱状の交付 

 

  ２ 市長挨拶 

 

  ３ 委員自己紹介 

 

  ４ 議 事 

   ⑴ 会長の互選について 

   ⑵ 副会長の互選について 

   ⑶ 食育推進会議の運営等について 

   ⑷ 小金井市食育推進計画（平成２５～２８年度）の概要について 

 

  ５ その他 

 

   ※ 配布資料 

    資料１  小金井市食育推進会議委員名簿 

    資料２  諮問書（写し） 

    資料３  小金井市食育推進会議の運営等（案）について 

    資料４  小金井市市民参加条例（抜粋） 

    資料５  小金井市市民参加条例施行規則（抜粋） 

    資料６  小金井市附属機関等の会議に関する傍聴要領 

    資料７  意見・提案シート（案） 

    資料８  小金井市食育推進基本条例（概念図） 

    資料９  食育月間行事について 

    資料１０ 食育ホームページについて 

    冊子   小金井市食育推進計画（平成２５～２８年度）



 

 

資料１  

 

小金井市食育推進会議委員名簿 

 

平成２６年２月現在  

No. 選出区分  氏  名 

●市民（５人）  

１ 公募市民  雀部  かおり 

２ 公募市民  鈴木  祥江  

３ 公募市民  髙木  有希  

４ 公募市民  鳥羽  浩子  

５ 公募市民  松嶋  あおい 

●学識経験者（２人）  

６ 東京学芸大学教育学部生活科学講座教授  南 道子  

７ 食育・野菜料理コーディネーター  酒井  文子  

●関係機関の役員又は職員（７人）  

８ 小金井市立東小学校栄養教諭  島﨑  聡子  

９ 小金井市立小中学校ＰＴＡ連合会  笹  真理子  

１０ 小金井市社会福祉協議会  志田  尚紀  

１１ 小金井歯科医師会  菊谷 武 

１２ 小金井市農業振興連合会  土屋  直己  

１３ 東京むさし農業協同組小金井支店  嶋崎  敏男  

１４ 小金井市商工会  松井  大平  

●関係行政機関の職員（１人）  

１５ 東京都多摩府中保健所  齊藤  幸穂  

●市の職員 

１６ 小金井市福祉保健部長  柿﨑  健一  



 

 

（写し）                           資料２  

                         小福健発第１５７号  

                         平成２６年２月６日  

 

 

小金井市食育推進会議会長  様  

 

 

小金井市長   稲葉 孝彦  

 

 

小金井市食育推進計画について（諮問）  

 

 

小金井市食育推進基本条例第１４条の規定により、下記のとおり諮問しま

す。  

 

 

記  

 

 

（諮問事項）  

推進計画の進捗状況の検証及び必要な推進策の検討  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

資料３  

平成２６年２月６日  

 

小金井市食育推進会議の運営等について（案）  

 

１ 会議録作成の基本方針等  

⑴ 小金井市食育推進会議（以下「推進会議」という。）における会議録

の作成は、市民参加条例施行規則第５条の規定により、①全文記録、②

発言者の発言内容ごとの要点記録、③会議内容の要点記録の作成方法の

うち、（記録方法）とする。  

⑵ 会議録は、原則として次回の推進会議で内容の確認後、ホームページ

に掲載し、情報公開コーナー（第二庁舎６階）等に据え置き公開する。 

⑶  発言者名を正確に把握するため、推進会議での発言は会長が指名後、

名前を発言してから行う。（例「○○です。○○○については、・・・」） 

 

２ 推進会議の公開  

推進会議は、小金井市市民参加条例第６条の規定により、原則として公

開する。 

 

３ 推進会議の開催日時及び会場  

推進会議は、原則として（曜日・時間帯）、（会場）にて開催する。  

 

４ 推進会議の傍聴  

小金井市附属機関等の会議に関する傍聴要領のとおりとする。  

 

５ 資料提出等  

⑴ 委員が書面で資料等を提出する場合は、資料名、委員名、提出日を記

載して事務局へ推進会議開催日の○日前の午後５時までに提出するも

のとする。 

⑵ 傍聴者を含む市民からの推進会議の検討内容等に対する意見は、「意

見・提案シート」を用いて、推進会議開催日の○日前の午後５時までに

提出し（氏名、提出日を記載していただく。）、推進会議で配付するも

のとする。 

 



 

 

資料４  

 

小金井市市民参加条例（抜粋）  

 

                         平成 15 年６月 26 日 

                         条例第 27 号 

改正  
平成 21 年３月 16 日条例第 12

号  

平成 24 年６月 25 日条例第 29

号  

 

   第２章 市政情報の公開  

 （市の会議の公開）  

第６条 市の会議は，原則として公開する。  

２ 公開の例外として認められる非公開の会議は，その理由を明らかにしな

ければならない。  

３ 非公開の会議の記録のうち，非公開とするものは，特に秘密を要すると

認められるものに限る。  

 （情報公開手段の拡充）  

第７条  市は，市民との情報の共有を図るため，次に掲げる事項に配慮し，

努力しなければならない。  

 (１) 会議録の公開  

 (２) 広報紙等の拡充  

 (３) 情報公開施設の拡充  

 (４) 通信等情報伝達手段の充実  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

資料５ 

小金井市市民参加条例施行規則（抜粋） 

 

                         平成 16 年３月４日 

                         規則第６号 

改正  平成 17 年２月 18 日規則第４号  平成 19 年３月 30 日規則第 29 号  

   平成 19 年９月 20 日規則第 36 号  平成 21 年９月 30 日規則第 34 号  

 

 （会議録作成の基本方針） 

第５条 条例第７条第１号の会議録は，あらかじめ関係附属機関等に諮った上，

次に掲げる会議録の作成方法の中から，会議内容等に応じ適切な方法を選択す

るものとする。 

 (１) 全文記録 

 (２) 発言者の発言内容ごとの要点記録 

 (３) 会議内容の要点記録 

 （会議録の記載事項） 

第６条 会議録（様式）には，原則として次の事項を記載するものとする。た

だし，規則，規程，細則，要綱，要領，規約等で設置根拠が定められている会

議等の会議録については，第 11 号に定める発言内容の記載は，主な発言要旨等

の記載とすることができる。 

 (１) 会議の名称（附属機関等名） 

 (２) 事務局（担当課） 

 (３) 開催日時 

 (４) 開催場所 

 (５) 出席者 

 (６) 傍聴の可否 

 (７) 傍聴者数 

 (８) 傍聴不可・一部不可の場合は，その理由 

 (９) 会議次第 

 (10) 会議結果 

 (11) 発言内容・発言者名 

 (12) 提出資料 

 (13) その他必要な事項 



 

 

２ 前項の規定にかかわらず，率直な意見の交換や意思決定の中立性の確保の

ために必要なときは，発言者名の記載を省略することができる。この場合にお

いて，発言者名の記載の省略の可否は，当該附属機関等の出席委員の過半数を

もって決するものとする。 

 （会議録の公開の方法） 

第７条 条例第７条第１号の会議録の公開は，情報公開コーナーに据え置く等

の方法によるものとする。 

 

 （意見の提示方法等） 

第 20 条 市長が市民の提言を募集するときは，直接持参，郵便，ファクシミリ

等できる限り提言する市民の利便を考慮した方法によるものとする。 

２ 意見を提出しようとする市民は原則として住所，氏名等を，法人その他の

団体にあっては所在地，団体名，代表者の氏名等を明らかにしなければならな

い。 

３ 第１項の募集に係る市民の意見の提示期間は，条例第 15 条第４項に定める

期間とし，意見の提示を求める施策等の内容に応じて適切に定めるものとする。

ただし，緊急の必要がある場合，その他やむを得ない理由があるときは，この

限りでない。 

     一部改正〔平成 19 年規則 36 号〕 

 （検討結果の公表） 

第 21 条 市長は，提出された意見の検討を終えたときは，速やかに次の事項を

公表するものとする。 

 (１) 提出された意見の全文（提出された意見がなかった場合にあっては，

その旨） 

 (２) 提出された意見の検討結果及びその理由 

２ 前項の規定にかかわらず，必要に応じ，同項第１号の提出された意見の全

文に代えて，当該提出された意見を整理し，又は要約したものを公表すること

ができる。この場合において，当該公表の後遅滞なく，当該提出された意見の

全文を事務室への備付けその他の適当な方法により公表しなければならない。 

３ 前２項の規定により提出された意見の全文を公表することにより第三者の

利益を害するおそれがあるとき，情報公開条例第５条各号に規定する内容に該

当するとき，その他正当な理由があるときは，当該提出された意見の全部又は

一部を公表しないことができる。 

４ 第 19条第４項の規定は，第１項の規定による公表の方法について準用する。 

 



 

 

様式 

 

 

 

 



 

 

資料７ 
小金井市食育推進会議 
 

意見・提案シート（案） 
 

◆推進会議の検討内容（今回・次回以降）についてご意見・ご提案がありましたら、

以下にご記入の上、健康課にご提出ください。次回開催の○日前に届いたものは、

推進会議で資料として配付します。 

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

                                          

 

                                          

 

 

提出日    年   月   日  

 

氏 名               

 

※原文のまま配付しますので、氏名についても公開の対象となります。無記名の場合

は参考資料として委員に配付し、インターネット等での公開は行いません。 

 

（送付先） 

 小金井市福祉保健部健康課 

 〒１８４－００１５ 小金井市貫井北町５－１８－１８ 連絡先：０４２－３２１－１２４０ 

FAX：０４２－３２１－６４２３ E-mail：s050499＠koganei-shi.jp 



議員案第１１号資料         資料８ 

 

 



 

 

 

資料９  

 

 

食育月間行事について  

 

 

１ 食育月間とは  

毎年６月は食育月間です。  

  「食育月間」は、国、地方公共団体、関係団体等が協力して、食育推進

運動を重点的かつ効果的に実施し、食育の国民への浸透を図るための月間

として、「食育推進基本計画」により定められました。  

  「食育月間」においては各種広報媒体やイベント等を活用して、その周

知と定着を図ります。具体的には、全国規模の中核的なイベントとして「食

育推進全国大会」を毎年開催地を移しながら開催します。各地でも様々な

イベントが行われます。  

  また、家庭、学校、保育所、職場等に対して、これを食育実践の契機と

するよう呼びかけることとしています。  

（出典「内閣府ホームページ」）  

 

 

２ 小金井市での取組み  

 内容  実施日  会場  参加者  

平成 20 年度  食育推進シンポジウム  6 月 14 日（土） 東京学芸大学  28 人  

平成 21 年度  
野菜に着目した講演・イベ

ント  
6 月 14 日（日） 

小金井市  

保健会場  
42 人  

平成 22 年度  
地場野菜を使ったスイーツ

コンペティション  
6 月 19 日（土） 

小金井市  

保健会場  
55 人  

平成 23 年度  
食育講演会と江戸東京野菜

の食べ比べ  
6 月 25 日（土） 

小金井市  

保健会場  
42 人  

平成 24 年度  
キッズカーニバルへの食育

ブースの出展  
5 月 27 日（日） 東京学芸大学  760 人  

（出典「平成２４年度小金井市保健衛生」）  

 

 



 

 

 

３ 平成２５年度の取組み  

 ⑴ 内容 

   キッズカーニバルへの食育ブースの出展  

 ⑵ 実施日 

   平成２５年５月２６日（日）  

 ⑶ 会場 

   東京学芸大学  芸術館 

 ⑷ 参加者数  

   ６６０人（大人２９６人、子ども３６４人）  

 ⑸ ブース 

   ① 上手にお箸を使ってみよう！箸で豆つかみ体験  

   ② 野菜の花あてクイズ  

   ③ 箱の中身は何だろう？野菜あてクイズ  

   ④ 野菜を食べよう何ｇ？野菜計量体験  

   ⑤ 本物の野菜を使ってスタンプを押そう！お絵かきコーナー  

   ⑥ 地場野菜の直売  

 

  ～当日の様子～  

  

  

 



 

 

 

資料１０  

食育ホームページについて  

 

１ 開  設   平成２１年２月１５日から  

 

２ 目  的   地域情報を含めた親しみやすいものとするため  

 

３ 運  営   市民ボランティアの食育ホームページ編集委員  

（平成２６年２月現在７名）  

 

４ 内  容   食の安全をはじめとする各種コラム、江戸東京野菜の紹

介、市内食育イベント情報、野菜のレシピ等、月に２回更

新中  

 

    【ＵＲＬ】http://koganei-style.ora-so.com/ 

    


